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（開  会   午前 9時 30分） 

●佐竹議長 

 全議員出席でありますので、ただ今から、平成２７年美郷町議会第３回臨時会を開会い

たします。これより本日の会議を開きます。 

 なお、景山町長につきましては、本日、病気のため欠席でございます。町長の職務につ

きましては、副町長が代理を務めますので、ご了解ください。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布してあるとおりであります。       

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２７条

の規定により、１０番・籏根議員。１２番・西嶋議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日、１日限りといたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●佐竹議長 

 ご異議なしと認め、本臨時会の会期は、本日１日限りとすることに決しました。 

日程第３、議案の上程及び議案説明を議題といたします。本臨時会に提案を受けており

ます議案は、一般事件案１件であります。議案第５８号、美郷町道路線の認定についてを

議題といたします。執行部から、提案理由の説明を求めます。 

●佐竹議長 

 番外、建設課長。 

●赤穴建設課長 

 上程になりました議案第５８号につきまして、ご説明をいたします。議案第５８号、美

郷町道路線の認定について。次のとおり、町道の路線を認定することについて、道路法第

８条第２項の規定により議会の議決を求める。平成２７年８月３日提出。美郷町長 景山 

良材。路線番号４４８。路線名殿畑線。起点は、美郷町湯抱５９８番地１３地先。終点は、

美郷町湯抱３６８番地１０地先です。内容につきましては、国道３７５号湯抱工区が完成

し、供用が開始された区間の工事用取付道路を町道認定していただくものでございます。

この度上程した路線は、路線番号が４４８号、路線名は殿畑線でございます。国道３７５

号湯抱工区が完成したことに伴い、工事に使用された工事用道路について町道認定をお願

いするものでございます。区間延長は２５５．６ｍ、幅員は５．０ｍでございます。以上

が議案第５８号でございます。よろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 提案理由の説明が終わりました。 

日程第４、議案質疑を議題といたします。質疑を許します。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
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●佐竹議長 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

日程第５、討論表決を議題といたします。これより討論を行います。反対討論はありま

せんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

賛成討論はありませんか。 

（なしの声） 

●佐竹議長 

 討論がないようですので、討論を終わります。これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第５８号、美郷町道路線の認定について、原案のとおり決すること

に、賛成の議員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

●佐竹議長 

挙手、全員でございます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

以上をもちまして、執行部から付議されました案件は、すべて議了いたしました。 

ここで、議事日程の都合上、暫時休憩といたします。なお、執行部の皆様にはお呼びす

るまでしばらくの間、待機していただきますようお願いいたします。後ほどご連絡をいた

します。 

（休 憩   午前 9時 36分） 

（再 開   午前 9時 56分） 

●黒川副議長  

それじゃあ、始めます。慣れないと思いますけど進行、よろしくお願いいたします。 

それでは、会議を再開いたします。 

お諮りします。あらかじめ手元に配布してあるとおり、日程を追加したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認め、日程を追加することに決しました。 

追加日程第１、「議長辞職の件について」を議題といたしたいと思います。地方自治法第

１１７条の規定により、佐竹議長は除斥の対象となりますので、退場を求めます。 

（佐竹議長退場） 

●黒川副議長 

本日、佐竹議長より申し合わせにより、議長の辞職願が提出されました。 

お諮りします。佐竹議長の辞職を許可することに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認め、議長の辞職を許可することに決しました。佐竹議員の除斥を解きま
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す。 

（佐竹議員入場） 

●黒川副議長 

ただ今、議長の辞職願が許可になりましたので、ご報告申し上げます。 

 ここで、議事日程の都合上、暫時休憩したいと思います。 

（休 憩   午前 9時 58分） 

（再 開   午前 10時 7分） 

●黒川副議長   

それでは、会議を再開いたします。 

 追加日程第２、議長の選挙を行います。  

お諮りいたします。選挙の方法について、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推薦にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認め、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認め、議長が指名することに決しました。  

議長に西嶋議員を指名いたします。  

お諮りいたします。 ただ今、議長が指名しました西嶋議員を議長の当選人と定めるこ

とに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●黒川副議長 

ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました西嶋議員が議長に当選されました。議長

に当選されました西嶋議員に、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をします。 

西嶋議員、自席よりごあいさつをお願いいたします。 

●西嶋議員 

それでは失礼いたします。先ほどは、皆様の、全員の皆様方からご推薦をいただきまし

て、私、若輩者でございますが、議長に指名をしていただきました。大変、厳しいこの時

代でございますが皆様とともに、また執行部と手を携えて、一生懸命２年間頑張ってまい

ろうと思っております。どうか、今後ともご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いを申し

上げます。失礼いたしました。 

（拍手） 

●黒川副議長  

以上をもちまして、私の職務はすべて終了いたしました。ご協力ありがとうございます。

ここで、議事日程の都合上、暫時休憩にしたいと思います。 
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（休 憩   午前 10時 9分） 

（再 開   午前 10時 27分） 

●西嶋議長  

会議を再開いたします。 

追加日程第３、「副議長辞職の件について」を議題といたします。地方自治法第１１７条

の規定により、黒川副議長は除斥の対象となりますので、退場を求めます。 

（黒川副議長退場） 

●西嶋議長  

本日、黒川副議長より申し合わせにより、副議長の辞職願が提出されました。 

黒川副議長の辞職を許可することに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、副議長の辞職を許可することに決しました。黒川議員の除斥を解き

ます。 

（黒川議員入場） 

●西嶋議長 

 ただ今、副議長の辞職願いが許可になりましたので、ご報告申し上げます。ここで、議

事日程の都合上、暫時休憩といたします。 

（休 憩   午前 10時 30分） 

（再 開   午前 10時 34分） 

●西嶋議長 

 会議を再開します。 

追加日程第４、「副議長の選挙」を行います。 

お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推薦にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決しました。 

お諮りします。指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、議長が指名することに決しました。 

副議長に、安田議員を指名します。 

お諮りします。ただいま議長が指名いたしました安田議員を副議長の当選人と定めるこ

とに、ご異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました安田議員が副議長に当選されました。 

副議長に当選されました安田議員に、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告

知をいたします。 

安田議員、自席よりご挨拶をお願いいたします。 

●安田議員 

 失礼します。ただ今、皆様方のご承認を得て、副議長という職を与えていただきました。

与えていただいた以上は、西嶋議長をしっかり補佐し、また皆様方のご協力を得て、議会

運営がスムースにいきますように一生懸命努力したいと思いますんで、よろしくお願いを

いたします。以上です。 

（拍手） 

●西嶋議長 

 ここで、議事日程の都合上、暫時休憩といたします。 

（休 憩   午前 10時 37分） 

（再 開   午前 11時 50分） 

●西嶋議長 

 会議を再開いたします。 

追加日程第５、「常任委員の選任」を議題といたします。 

お諮りします。常任委員の選任につきましては、美郷町議会委員会条例第７条第４項の

規定により、お手元に配布しました名簿のとおり、ご指名したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、常任委員は、お手元に配布した名簿のとおり、選任することと決ま

りました。 

追加日程第６、「議会運営委員の選任」を議題といたします。 

お諮りします。議会運営委員の選任につきましては、美郷町議会委員会条例第７条第４

項の規定により、お手元に配布いたしました名簿のとおり、指名いたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、議会運営委員は、お手元に配布した名簿のとおり、選任することと

決しました。 

追加日程第７、「組合議会議員の選挙」を行います。 

お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、
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指名推薦といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、選挙の方法は、指名推薦とすることに決しました。 

お諮りします。指名の方法は、議長が指名したいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、議長が指名することと決しました。 

お諮りします。お手元に配布してあります名簿のとおり、指名したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、お手元に配布してあります名簿のとおり、組合議会議員の当選人が

決定いたしました。 

ここで、執行部の出席を求めますので、暫時休憩といたします。このまま、暫くお待ち

いただきたいと思います。 

（休 憩   午前 11時 52分） 

（再 開   午前 11時 53分） 

（執行部入場） 

●西嶋議長 

 会議を再開いたします。 

執行部の皆様に、本日の臨時会におきまして、新しく決まりました議会構成につきまし

て、ご報告申し上げます。議長に私、西嶋、副議長に安田議員、また常任委員、議会運営

委員、組合議会議員につきましては、お手元に配布してあります名簿のような構成となっ

ております。私たちの任期も余すところ２年となりましたが、何卒よろしくお願い申し上

げます。 

以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了いたしました。 

これをもちまして、平成２７年美郷町議会第３回臨時会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 

（閉 会   午前 11時 54分） 

 

 


